
 

(1) 2021/22年漁期(2021年 12月-2022年 11月)のメロ、オキアミの資源管理措置 

(ア)メロ 

メロの総漁獲可能量（Total Allowable Catch: TAC）を 8,796トン*1 *2（前年漁期: 10,603

トン）とすることが合意されました。我が国漁船の操業が認められた海域の TACは、合計で

4,654トン(前年: 4,351トン)となりました。 

*1 海域毎に決定された TACの合計 

*2 英領サウスジョージア島海域の TAC（2,072トン）について、合意されませんでした。 

 

(イ)オキアミ 

オキアミの TACを 869.5万トン（前年漁期同）とすることが合意されました。（我が国漁船

の操業はありません。） 

 

(2) 海洋保護区(Marine Protected Area: MPA)の設置 

チリ、EU 等が主張するウェッデル海、東南極、南極半島西岸における海洋保護区の設置提

案について、合意に至らず、引き続き協議することとなりました。 

 

(3) 次回年次会合 

次回年次会合は、令和 4年（2022年）10月にホバート（豪州）で開催予定です。 

 


